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　KIBITTEに込めた想い

KIBITTEには「つながる」という意味が込められています。企業・市民・経済団体・行政が

有機的につながるにはどうしたらよいか。私たちは打ち合わせを重ね、 KIBITTEの仕組み

を考えました。この  KIBITTE に、市内の多くの事業者のみなさまにご参加いただき、「中小

企業が元気に活躍するまち田川」の実現に向けて、市内の経済循環の輪をみんなで一緒

に広げていきましょう。多くの事業者の皆さまのご参加をお待ちしております。

田川市産業振興会議 会長

一般社団法人たがわ地域経済活性化センター理事長

中山　英敬

なぜ、田川市中小企業振興基本条例が制定されたのか？

田川市は、石炭産業の隆盛の中で日本有数の「炭都」として

発展しましたが、国のエネルギー政策の転換による石炭産

業の衰退は、田川市にも大きな衝撃を与えました。

その後、田川市は地域再生に向けたまちづくりを推進してき

ましたが、石炭産業に代わる基幹産業の構築には至ってお

らず、現在は大多数を占める中小企業が地域経済の基盤を

なしています。地域の中小企業が元気になれば、そこに雇用

をつくり働く人の収入を増やし消費が活性化します。また、市

の税収が増えることで福祉や教育などの市民サービスが向

上し、好循環によりまちも元気になります。

中小企業は、地域社会においても、まちづくりの担い手として重

要な役割を果たしています。中小企業の役割と重要性につい

て、企業・市民・経済団体・行政が共通認識をもち、その果たす

べき役割を明らかにし、協働して取り組んでいくことがとても重

要です。

そのような背景と理由から、市内事業者の振興施策を推進し、

豊かで住みよいまちをつくるためにこの条例は制定されました。



　中小企業振興基本条例に基づいて示されたビジョンと方針

ビジョン

「中小企業が元気に活躍するまち田川」

～みんなでつくる地域内経済循環～

この条例の目的を達成するために、  「田川市産業振興会議」とその下部組織として「実務責任者会議」が設置されました。そこで

は、まず田川市の事業者の実態を捉えるために悉皆調査を行いました。そこから、事業所の特徴や課題を整理し、田川の希望に

満ちた未来「ビジョン」を描き、その実現のために「４つの方針」を策定しました。

4つの方針

1.中小企業経営者が経営の基本を学ぶ場の開設

2.地域の課題を解決するソーシャルビジネスの推進

3.生活者と事業者をつなぐ地域プラットフォームの構築

4.地域で若者を育て地域に若者を残す活動



　KIBITTEでできること

KIBITTEができること

KIBITTEは田川地域の「市民」と「事業者」をつなげるネットサービスです。

1．「市民」と「事業者」をマッチングできる

2．KIBITTEで自社をPRできる

3．地域の課題を知り、新たなサービスにつなげることができる



　「市民」と「事業者」をマッチングできる

市民の目的に合わせ事業者を紹介

KIBITTEでは市民はさまざまな方法で事業者を見つけることができます。

① お困りごとの種類から事業者を見つける

② 業種から事業者を見つける

市民はお困りごとの内容や求めているサービスに合わせて事業者

を見つけることができます。

市民は「建設業」や「造園業」など業種から事業者を見つけることが

できます。



　KIBITTEで自社をPRすることができる

写真と文章で自社を紹介できる

KIBITTEでは写真や簡潔な文章で、自社の事業やサービスをPRすることができます。

登録申し込み→情報入力→掲載の３ステップ

サポート体制も充実

お申込みいただき、年会費をお支払いいただいたあと、インター

ネットサイト上で自社の情報を入力、写真をアップローといただけれ

ば、すぐにKIBITTEで掲載することができます。

KIBITTEでは、登録事業者をサポートする仕組みがありますので、

情報入力がわからなかったり、何をPRするべきか悩んだりした時で

も安心です。



　地域の課題を知り、新たなサービスにつなげることができる

KIBITTEの「お困りごと」を集める仕組み

KIBITTEには市民の「お困りごと」を集める仕組みがあります。集め

られた「お困りごと」の情報は、登録事業者に共有されます。

お困りごとを新しいサービスにつなげる

サポート体制も充実

市民の「お困りごと」を「ニーズ」と捉えれば、その「お困りごと」から

新たなサービスの開発や提供につなげることができます。

KIBITTEの仕組みを活用することで、新規ビジネスのためのニー

ズ調査をする必要はなく、すぐに地域のニーズに合ったビジネス

を始めることもできます。



　事業者登録申し込み方法

① 事業者登録申し込み ② 情報入力 ③ 事業者紹介
 　ページ公開

KIBITTEサイト上で登録を

行ってください。

事業者に「事業者登録完了 

パスワード等のお知らせ」

メールが送信されます。

3営業日以内にKIBITTE事務局

が事業者紹介ページを仮作成

します。

また、メールで年会費の請求書

が送られます。

お支払い方法は銀行振込、集

金、事務局窓口での受付となり

ます。

※2週間以内にお支払いくださ

い。

管理画面から事業者紹

介ページを整えてくださ

い。

整え終わったら「公開ボ

タン」を押してください。

KIBITTEサイト上に「事業

者紹介ページ」が掲載さ

れます。

※請求書が発行されてから、 2週間以内に年会費をお支払いいただけない場合は、「事業者紹介ページ」と「ユーザーアカウント」を削除させ

ていただきます。

※翌年分の年会費につきましては、契約更新日の一カ月前に翌年分の請求書メールを送信します。

退会方法

KIBITTEの退会はいつでも可能です。退会希望日の一カ月前までに KIBITTE事務局にご連絡ください。



　登録の条件

条件1

「田川市中小企業振興基本条例」の「ビジョン」と「方針」に賛同すること

条件2

福岡県田川市に事業所があること

条件3

経営理念・ビジョンを作成していること



　料金

項目 価格 内容

入会金 3000円
支払いは入会金年会費合わせて12,000円

年会費 12,000円

項目 価格 内容

年会費 12,000円
支払いは1年分の会費12,000円を一括で

前払いとなります。

１年目

２年目以降



　お申込み方法

KIBITTEサイトの「事業者登録」ページからお申込みください。

http://test.kibitte.net/jigyosha/sign-up/

ご不明な点がございましたら、
KIBITTE事務局へメール、またはお電話ください。

KIBITTE事務局

一般社団法人  たがわ地域経済活性化センター　

KIBITTE事務局

住所：〒826-0022　

福岡県田川市本町 8-8  サニービル1階

電話番号：0947-49-4580

メールアドレス： info@kibitte.net

営業時間：09：00 〜 16：00


